
恣意的な審査不合格！
本人希望を無視した強制配転を許さないぞ！
１２月１日、会社は乗務員歴３０年のベテラン運

転士であるＪＲ東海労組合員に対して、１０㎞の

速度オーバーを理由に日勤に外し、乗務するた

めの教育と言いながら、誰が行っても合格しない

恣意的な審査を３回行い乗務員不適とした。ＪＲ

東海労組合員を、運転職場から放逐するために

営業職場への不当配転を行ってきた。

ＪＲ東海労なごや
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